
 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

北広島市は、北海道の西中央部の石狩平野南部に位置し、西は道都札幌市、北は江

別市、東は長沼町と南幌町、南は恵庭市に接している。地形は、南西部にある島松山

付近を除いて、標高１００ｍ前後の丘陵が各所にあって起伏に富んでいる。また、市

内東部の低地には、水田などの農地が広がっている。 

寒地稲作発祥の地である北広島市は、純農村として発展してきたが、昭和３８年以

降は新産業都市道央地区指定も相まって工場などの立地がめざましくなり、産業構造

の高度化が進行した。 

本市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置し、札幌市や道内外のいずれに対し

ても高い交通利便性を有しており、このことがまちの発展に大きく寄与している。 

道路では、国道３６号や国道２７４号を中心とした広域幹線道路網があり、道央自

動車道では、北広島インターチェンジや輪厚スマートインターチェンジなど、札幌中

心部や新千歳空港、道内主要都市などへのルートは充実している。 

また、産業立地基盤として市内には６つの工業団地（広島工業団地・広島第２工業

団地・大曲工業団地・大曲新工業団地・大曲第３工業団地・北広島輪厚工業団地）が

あり、約２７０社が立地している。既に５つの工業団地は分譲済みで、北広島輪厚工

業団地についても分譲率が９９．１％まで分譲が進んでいる。 

 

本市の人口は平成１９年６月末の６１，１９９人をピークに減少を続け、令和５年

５月末現在５７，１４３人で前年同時期と比較すると４２４人減少していて、ピーク

時から１６年で４，０５６人（約７％）減となっている 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、令和２２年の本市の人口は約４６，

８００人まで減少すると推計されている。 

  

（出典：住民基本台帳及び国勢調査 各年９月末） 



また、生産年齢人口の占める割合については、少子高齢化の影響で、１５年間で１

０％以上減少しており、今後もますます進展すると予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国勢調査） 

 

令和２年度の国勢調査によると、本市の産業別人口の構成比は、第３次産業が８０．

３％で第２次産業が１７．５％、第１次産業が２．２％となっている。業種別では、

第３次産業の卸売業、小売業が１７．０％、医療、福祉が１４．７％、運輸業・郵便

業が９．３％、第２次産業の製造業が８．６％で上位を占めている。 

 

北広島市の産業別人口の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （出典：令和２年 国勢調査） 



本市の産業のうち、全産業就業者と付加価値額で約２割を占める卸売業・小売業

は、市内産業の柱である。卸売業・小売業の年間販売額は、平成２８年度の経済セ

ンサスによると２，０９６億円（道内１７９市町村中１０位）で、伸率は平成２６

年度の商業統計と比較して１０．６％増となるなど、平成１４年度から増加となっ

ている。 

 今後も卸売業・小売業の年間販売額は、新たな企業が操業していることから増加

傾向が予想されるため、付加価値額の増大と質の高い雇用の創出を行う。 

  

また、平成２８年度の経済センサスによる産業別付加価値額では、製造業、卸売業・

小売業、医療・福祉、運輸業・郵便業の上位４業種で全体の約７割を占めており、特

に運輸業・郵便業、卸売業・小売業、製造業については、本市の特色である交通イン

フラの優位性から、多くの企業が操業し札幌をはじめとする道内主要都市や空路、航

路により国内外に搬入出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （出典：平成２８年 経済センサス） 



本市には、５４０社（平成２８年度経済センサス）の卸売業・小売業が立地し、全

従業者数の約２４％にあたる約５，９００人（平成２８年度経済センサス）が従事し

ており、市内６つの工業団地には、卸売業・小売業の他にも、運輸・郵便業、製造業

などの企業が集積している。 

 

本市において、平成２０年度に事業所数９７７社、商工会会員数６７７社であった

が大型商業施設の相次ぐ進出などにより、近年は３割増となった後は、ほぼ横ばいと

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     （北広島商工会提供） 

 

更に、市内の事業所の機械設備数約４５，０００機のうち、購入後１５年以上経過

しているものが約１３％（総務部税務課調べ）となっていることから、更新が急務と

なっている。過去に分譲した工業団地に立地する企業などが、主な対象となっている。 

 

（２）目標 

本市の中小企業は、今後の超高齢化社会に向かって早急に設備の更新を進め、従業

員の減少に対応するために、労働生産性を向上し付加価値を高めて行くことが必要と

なる。 

労働生産性向上には、税制の優遇措置により事業者の設備投資に対する意欲を喚起

し、支援することが必要となる。中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づ

く導入促進基本計画を策定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、地域経

済の更なる発展を目指す。 

これを実現するための目標として、計画期間中に１５件程度の先端設備等導入計画

の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関 

する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 



 

 

２ 先端設備等の種類 

本市においては、ひとつの産業に偏在しているとは言い難く、幅広い業種の設備に

おいて生産性の向上を図ることが必要であるため、本計画において対象とする設備は、

中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

本市の地勢、集落及び土地利用形態においては、高速道路や国道及び道道などの幹

線に５つの市街地（東部・北広島団地・大曲・西部・西の里）が形成され人口が集積

し、そこにおいて多くの小売業やサービス、飲食業が営まれている。 

また、製造業や運輸業などは市街地に隣接する６つの工業団地（広島・広島第２・

大曲・新大曲・大曲第３・北広島輪厚）に主に立地している。 

市街地以外には農業や運送業及び農製品加工業などが営まれ、事業所は各地に点在

していることから、市全域において生産性を向上させる必要があることから、本市全

域を本計画の対象とする 

 

（２）対象業種・事業 

本市の産業構造においては、ひとつの産業に偏在しているとは言い難いことから、

本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、IT導入による

業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携等、多様

である。したがって本計画においては、労働生産性が年率３％以上に資すると見込ま

れる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

令和５年６月２６日～令和７年６月２５日までの２年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 ３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

① 人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。 

② 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては



先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮す

る。 

 

 

 

 


